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(57)【要約】
【課題】監視対象が客なのか従業員なのか、徒歩による
移動なのか、乗り物による移動なのかなど、監視対象の
属性に応じて監視方式を変更し、監視対象の属性に基づ
く特有の行動を把握することで、適正な監視を行う。
【解決手段】　移動端末１ａ～１ｃにより、電波信号を
介した無線によりデータ通信を行い、該データ通信によ
り、当該移動端末において受信される電波強度に関する
情報を無線情報として送信するとともに、自機周辺の状
況を周辺情報として発報し、監視側において、アクセス
ポイントを通じ、移動端末１ａ～１ｃから周辺情報及び
無線情報を収集し、各移動端末の位置情報を生成し、各
移動端末の属性に応じて、生成された位置情報を修正し
、移動端末の位置情報と、移動端末からの周辺情報とを
関連づけて表示する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電波信号を介した無線によりデータ通信を行い、該データ通信により、自機において受
信される電波強度に関する情報を無線情報として送信するとともに、自機周辺の状況を周
辺情報として発報する移動端末と、
　所定領域内に複数配置され、前記無線通信により前記移動端末とデータ通信を行うアク
セスポイントと、
　前記アクセスポイントを通じて、前記移動端末から前記周辺情報を収集するイベント受
信部と、
　前記アクセスポイントを通じて、前記移動端末から前記無線情報を収集する無線情報受
信部と、
　前記無線情報に基づいて、前記移動端末の位置情報を生成する位置情報計算部と、
　前記移動端末の属性に応じて、前記位置情報計算部により生成された位置情報を修正す
る位置情報修正部と、
　前記位置情報修正部により修正された前記移動端末の位置情報と、該移動端末からの周
辺情報とを関連づけて表示する表示インターフェース部と
を備えることを特徴とする位置情報監視システム。
【請求項２】
　前記移動端末は、無線により通話を行う無線通話機能が備えられていることを特徴とす
る請求項１に記載の位置情報監視システム。
【請求項３】
　前記位置情報修正部は、前記移動端末の属性に応じて定められた、前記位置情報を修正
するための基準値データを有し、前記無線情報から得られた位置情報と、該基準値データ
とを比較し、その比較結果に応じて、該位置情報の修正の要否、又は、計算方法の選択を
行う機能を備えている
ことを特徴とする請求項１に記載の位置情報監視システム。
【請求項４】
　前記移動端末は、自機を識別するための端末識別子を、前記無線情報に付して送信し、
　前記位置情報修正部は、各端末識別子と各移動端末の属性とを関連づけて記憶する端末
情報データベースを有しているとともに、前記無線情報受信部により受信された前記端末
識別子によって特定される移動端末の属性を、前記端末情報データベースを照合すること
により取得し、この取得された属性に基づいて、移動端末毎に位置情報の修正の要否、又
は計算方法の選択を行う
ことを特徴とする請求項３に記載の位置情報監視システム。
【請求項５】
　前記位置情報修正部は、前記移動端末が位置する位置属性に応じて定められた、前記位
置情報を修正するための基準値データを有し、前記位置情報計算部が生成した位置情報と
、該基準値データとを比較し、その比較結果に応じて、該位置情報の修正の要否、又は、
計算方法の選択を行う機能を備えている
ことを特徴とする請求項１に記載の位置情報監視システム。
【請求項６】
　前記位置情報計算部は、移動端末毎の位置情報の変化を履歴情報として蓄積するととも
に、移動端末毎の位置情報の変化量を監視し、所定時間以上、位置情報に変化がない移動
端末を検出する機能を有し、
　前記表示インターフェース部は、位置情報に変化がないとして検出された移動端末を報
知する機能を有する
ことを特徴とする請求項１に記載の位置情報監視システム。
【請求項７】
　前記位置情報計算部は、移動端末毎の位置情報の変化を履歴情報として蓄積する機能を
有し、
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　前記表示インターフェース部は、位置情報の変遷とともに、各位置における周辺情報を
関連づけて表示する機能を有する
ことを特徴とする請求項１に記載の位置情報監視システム。
【請求項８】
　移動端末により、電波信号を介した無線によりデータ通信を行い、該データ通信により
、当該移動端末において受信される電波強度に関する情報を無線情報として送信するとと
もに、自機周辺の状況を周辺情報として発報する情報送信ステップと、
　所定領域内に複数配置されたアクセスポイントにおいて、前記無線通信により前記移動
端末とデータ通信を行い、監視側において、前記アクセスポイントを通じ、前記移動端末
から前記周辺情報及び前記無線情報を収集する情報受信ステップと、
　監視側において、前記無線情報に基づいて、前記移動端末の位置情報を生成する位置情
報計算ステップと、
　前記移動端末の属性に応じて、前記位置情報計算ステップで生成された位置情報を修正
する位置情報修正ステップと、
　前記監視サーバに接続され、前記移動端末の位置情報と、該移動端末からの周辺情報と
を関連づけて表示する表示ステップと
を有することを特徴とする位置情報監視方法。
【請求項９】
　前記移動端末は、無線により通話を行う無線通話機能が備えられ、前記監視側との通話
を行う通話ステップをさらに有することを特徴とする請求項８に記載の位置情報監視方法
。
【請求項１０】
　前記位置情報修正ステップでは、前記移動端末の属性に応じて定められた、前記位置情
報を修正するための基準値データを用い、前記無線情報から得られた位置情報と、該基準
値データとを比較し、その比較結果に応じて、該位置情報の修正の要否、又は、計算方法
の選択を行う
ことを特徴とする請求項８に記載の位置情報監視方法。
【請求項１１】
　前記情報送信ステップにおいて、前記移動端末は、自機を識別するための端末識別子を
、前記無線情報に付して送信し、
　前記監視側では、予め各端末識別子と各移動端末の属性とを関連づけて端末情報データ
ベースに記憶しておき、前記位置情報修正ステップでは、前記情報受信ステップにより受
信された前記端末識別子によって特定される移動端末の属性を、前記端末情報データベー
スを照合することにより取得し、この取得された属性に基づいて、移動端末毎に位置情報
の修正の要否、又は計算方法の選択を行う
ことを特徴とする請求項１０に記載の位置情報監視方法。
【請求項１２】
　前記位置情報修正ステップでは、前記移動端末が位置する位置属性に応じて定められた
、前記位置情報を修正するための基準値データを有し、前記位置情報計算ステップで生成
した位置情報と、該基準値データとを比較し、その比較結果に応じて、該位置情報の修正
の要否、又は、計算方法の選択を行う
ことを特徴とする請求項８に記載の位置情報監視方法。
【請求項１３】
　前記位置情報計算ステップでは、予め移動端末毎の位置情報の変化を履歴情報として蓄
積するとともに、移動端末毎の位置情報の変化量を監視し、所定時間以上、位置情報に変
化がない移動端末を検出し、
　前記表示ステップでは、位置情報に変化がないとして検出された移動端末を報知する
ことを特徴とする請求項８に記載の位置情報監視方法。
【請求項１４】
　前記位置情報計算ステップでは、移動端末毎の位置情報の変化を履歴情報として蓄積し
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、
　前記表示ステップでは、位置情報の変遷とともに、各位置における周辺情報を関連づけ
て表示する
ことを特徴とする請求項８に記載の位置情報監視方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、店舗や駅、空港等の所定領域内における位置情報監視システム及び方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、監視対象をリアルタイムで追跡することによって、店舗や駅、空港などの場
所において、盗難、誘拐等の緊急事態の発生を予防するセキュリティシステムが提案され
ており、サービス提供者は、監視対象とともに移動する通信端末から位置情報を無線で受
信し、監視対象の現在位置を把握し、緊急を要する場合に現場に対処員を急行させて状況
の収拾に当たるとともに、適切な対応を行うことができる。
【０００３】
　このような監視システムとして、特許文献１に開示された技術がある。この特許文献１
に開示された技術では、監視する領域を定義し、その領域に応じた発信間隔で監視対象が
所持する位置情報発信装置の現在位置を、監視側の位置情報受信部に送信するようにして
、監視対象の現在位置を把握する。このとき、この特許文献１に開示された技術では、監
視対象が危険度の低い領域にあるときは発信間隔を大にすることで消費電力を抑える一方
、監視対象が危険度の高い領域にあるときは発信間隔を小にして現在位置の送信頻度を高
めることにより、監視側の追跡性を高めている。
【特許文献１】特開２００４－５８７３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した特許文献１に開示された技術では、監視対象が客なのか従業員
なのか、徒歩による移動なのか、乗り物による移動なのかなど、監視対象の属性に関わら
ず一律に監視するものであるため、監視対象の属性に基づく特有の行動を把握できず、緊
急事態の発生を正確に検知することができない惧れがある。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記のような問題を解決するものであり、監視対象が客なのか従業
員なのか、徒歩による移動なのか、乗り物による移動なのかなど、監視対象の属性に応じ
て監視方式を変更し、監視対象の属性に基づく特有の行動を把握することで、適正な監視
を行うことのできる位置情報監視システム及び方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は、電波信号を介した無線によりデータ通信を行い
、該データ通信により、自機において受信される電波強度に関する情報を無線情報として
送信するとともに、自機周辺の状況を周辺情報として発報する移動端末と、所定領域内に
複数配置され、無線通信により移動端末とデータ通信を行うアクセスポイントと、アクセ
スポイントを通じて、移動端末から周辺情報を収集するイベント受信部と、アクセスポイ
ントを通じて、移動端末から無線情報を収集する無線情報受信部と、無線情報に基づいて
、移動端末の位置情報を生成する位置情報計算部と、移動端末の属性に応じて、位置情報
計算部により生成された位置情報を修正する位置情報修正部と、位置情報修正部により修
正された移動端末の位置情報と、該移動端末からの周辺情報とを関連づけて表示する表示
インターフェース部とを備えることを特徴とする位置情報監視システムである。
【０００７】
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　また、他の発明は、
（１）　移動端末により、電波信号を介した無線によりデータ通信を行い、該データ通信
により、当該移動端末において受信される電波強度に関する情報を無線情報として送信す
るとともに、自機周辺の状況を周辺情報として発報する情報送信ステップと、
（２）　所定領域内に複数配置されたアクセスポイントにおいて、前記無線通信により前
記移動端末とデータ通信を行い、監視側において、前記アクセスポイントを通じ、前記移
動端末から前記周辺情報及び前記無線情報を収集する情報受信ステップと、
（３）　監視側において、前記無線情報に基づいて、前記移動端末の位置情報を生成する
位置情報計算ステップと、
（４）　前記移動端末の属性に応じて、前記位置情報計算ステップで生成された位置情報
を修正する位置情報修正ステップと、
（５）　前記監視サーバに接続され、前記移動端末の位置情報と、該移動端末からの周辺
情報とを関連づけて表示する表示ステップと
を有することを特徴とする位置情報監視方法である。
【０００８】
　上記発明によれば、店舗や駅のホームなどの所定領域内において、業務員や関係者、客
などに移動端末を携帯させ、その位置情報を捕捉して、監視装置の表示インターフェース
にてリアルタイムに表示をすることができるため、監視側に表示インターフェースを設置
することにより、移動端末の位置情報が参照可能となる。このとき、本発明では、移動端
末を所持している者が、業務員なのか、関係者なのか、客なのか、など属性に応じて監視
手法を切り換えることができるため、所有者の属性に基づく特有の行動などを正確に把握
することができる。
【０００９】
　上記発明において、移動端末は、無線により通話を行う無線通話機能が備えられ、監視
側と通話可能であることが好ましい。この場合には、携帯端末の音声通話により、有事の
際、発生現場における業務員と音声を通じて報告を受けることができ、より迅速な状況把
握、及び対応が可能となる。
【００１０】
　上記発明において、位置情報修正に際し、監視対象の属性に応じて定められた、位置情
報を修正するための基準値データを用い、無線情報から得られた位置情報と、基準値デー
タとを比較し、その比較結果に応じて、位置情報の修正の要否、又は、計算方法の選択を
行うことが好ましい。
【００１１】
　ここで、上記「基準値データ」とは、例えば、監視対象が業務員であるのか、客である
のかなど監視対象の属性毎に設定された、領域範囲の座標群や移動速度、時間帯などの基
準値（閾値）の集合である。例えば、監視対象が業務員であるか客であるか、或いはその
時間帯に応じて、店舗内における進入できる領域が異なるため、時間帯毎にその監視対象
が存在し得る領域を画成する座標情報などが基準値データに含まれる。また、その他の「
基準値データ」の例としては、駅構内では、ホームと線路上などのように、監視対象が徒
歩なのか、乗り物で移動しているのか、それがどの領域に属しているのかなどによって判
別する必要があり、監視対象それぞれの属性（ホームの客或いは駅係員、電車内の乗客）
に応じて、単位時間当たりの変位量（徒歩の速度、電車の速度）の閾値を、領域毎（ホー
ム上か、或いは線路（走行中の電車）上か等）に設定した基準値（閾値）の集合が挙げら
れる。
【００１２】
　このような発明によれば、移動端末の属性に応じた基準値データを参照することによっ
て、監視対象毎に設定された基準値（閾値）を用いて各監視対象の位置情報を修正するこ
とができ、監視対象の属性に基づく特有の行動を加味してより高精度の位置情報を取得す
ることができる。
【００１３】
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　上記発明において、移動端末は、自機を識別するための端末識別子を、無線情報に付し
て送信し、監視側では、予め各端末識別子と各移動端末の属性とを関連づけて端末情報デ
ータベースに記憶しておき、位置情報修正では、情報受信ステップにより受信された端末
識別子によって特定される移動端末の属性を、端末情報データベースを照合することによ
り取得し、この取得された属性に基づいて、移動端末毎に位置情報の修正の要否、又は計
算方法の選択を行うことが好ましい。
【００１４】
　この場合には、端末識別子により各端末を区別するとともに、端末毎に属性を付与して
端末情報データベースに記憶しておき、監視に際しては、この端末情報データベースを照
合することによって、端末毎に固有の行動パターンを加味して、より詳細な監視を行うこ
とができる。
【００１５】
　上記発明において、位置情報修正は、移動端末が位置する位置属性に応じて定められた
、位置情報を修正するための基準値データを有し、位置情報計算ステップで生成した位置
情報と、基準値データとを比較し、その比較結果に応じて、位置情報の修正の要否、又は
、計算方法の選択を行うことが好ましい。
【００１６】
　この場合には、所定領域内に区画された領域範囲毎に、上述した基準値データを設定す
ることができ、例えば、店舗内の接客スペースでは店員と客とが混在してもよいが、店舗
奥の事務室には客は立ち入り禁止であるとか、駅のホームでは徒歩程度の移動速度しかあ
り得ないが、線路内では電車の速度で移動し得るといったように、その領域範囲毎に基準
値（閾値）を定めることができ、監視に際しての注意・警報の設定値を詳細に設定するこ
とができる。
【００１７】
　上記発明において、位置情報計算では、予め移動端末毎の位置情報の変化を履歴情報と
して蓄積するとともに、移動端末毎の位置情報の変化量を監視し、所定時間以上、位置情
報に変化がない移動端末を検出し、その表示に際しては、位置情報に変化がないとして検
出された移動端末を報知することが好ましい。　この場合には、監視対象が移動していな
いのか、或いは何らかの通信障害で位置情報が更新されていないのか、といった一概に認
定できない不審な行動パターンを報知することにより、監視者に対し注意を喚起すること
ができる。
【００１８】
　上記発明において、位置情報計算では、移動端末毎の位置情報の変化を履歴情報として
蓄積し、位置情報の表示に際しては、位置情報の変遷とともに、各位置における周辺情報
を関連づけて表示することが好ましい。この場合には、時間を遡って位置情報の変遷を把
握することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　以上述べたように、本発明によれば、監視対象が客なのか業務員なのか、徒歩による移
動なのか、乗り物による移動なのかなど、監視対象の属性に応じて監視方式を変更し、監
視対象の属性に基づく特有の行動を把握することで、適正な監視を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下に添付図面を参照して、本発明に係る位置情報監視システムの実施形態を詳細に説
明する。本実施形態では、本発明に係る位置情報監視システムを、駅構内に設置した場合
を例に説明する。図１は、本実施形態に係る位置情報監視システムの全体構成を示す概念
図である。図２は、位置情報監視システムを構成する各装置の内部構成を示すブロック図
である。なお、説明中で用いられる「モジュール」とは、装置や機器等のハードウェア、
或いはその機能を持ったソフトウェア、又はこれらの組み合わせなどによって構成され、
所定の動作を達成するための機能単位を示す。
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【００２１】
（システム構成）
　図１に示すように、本実施形態では、システムサーバ４ａが計算機室４に設置されると
ともに、店舗や駅構内というの所定領域（監視対象エリア）に分散配置された移動端末１
ａ～１ｃを通じて、各エリアの情報がシステムサーバ４ａに集められ、この集められた位
置情報や周辺情報等に基づいて、監視ルームに設置された位置情報表示端末２ａを通じて
、統合的に監視する。
【００２２】
　詳述すると、本実施形態の位置情報監視システムは、通信ネットワーク５に接続された
位置情報表示端末２ａと、システムサーバ４ａと、アクセスポイント５１ａ～５１ｃと、
移動端末１ａ～１ｃとから概略構成される。また、本実施形態において、移動端末１ａ～
１ｃは、店舗内において各種の業務に携わる業務員に携帯されている。
【００２３】
　前記通信ネットワーク５は、通信プロトコルＴＣＰ／ＩＰを用いて種々の通信回線（電
話回線やＩＳＤＮ回線、ＡＤＳＬ回線などの公衆回線、専用回線、無線通信網）を相互に
接続して構築される分散型のＩＰ網であり、このＩＰ網には、インターネットの他、１０
ＢＡＳＥ－Ｔや１００ＢＡＳＥ－ＴＸ等によるイントラネット（企業内ネットワーク）や
ＬＡＮなども含まれる。
【００２４】
　移動端末１ａ～１ｃは、電波信号を介した無線通信を利用した、携帯可能な無線通話機
能が備えられた電話機であり、基地局等の中継点と無線で通信し、通話やデータ通信等の
通信サービスを移動しつつ受けることができる。この移動端末１ａ～１ｃの通信方式とし
ては、例えば、ＦＤＭＡ方式、ＴＤＭＡ方式、ＣＤＭＡ方式、Ｗ－ＣＤＭＡの他、ＰＨＳ
（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）方式等が挙げられる。また
、この移動端末１ａ～１ｃは、デジタルカメラ機能、アプリケーションソフトの実行機能
、或いはＧＰＳ機能等の機能が搭載可能であり、携帯情報端末としての機能も果たす。な
お、この移動端末１ａ～１ｃとしては、例えばデータ通信機能を備えた移動電話やＰＤＡ
（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ）、モバイルコンピュータ
等が含まれる。
【００２５】
　特に、本実施形態における移動端末１ａ～１ｃは、無線ＬＡＮを介したデータ通信によ
り自機周辺の状況を周辺情報として発報する機能を備えている。本実施形態における発報
機能は、移動端末１ａ～１ｃ上でアプリケーションを起動し、イベント送信部１１や無線
情報送信部１２を有するモジュールを仮想的に構築することによって実現される。かかる
アプリケーションを実行することにより、図８に示すような、液晶タッチパネル上にＧＵ
Ｉ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を表示させ、このＧＵＩや操
作ボタン等によりユーザー操作を受け付け、アクセスポイント５１ａ～５１ｃとの無線Ｌ
ＡＮ通信を介して、通信ネットワーク５に接続し、操作信号や緊急発報等の周辺情報をシ
ステムサーバ４ａ等に送信する。
【００２６】
　アクセスポイント５１ａ～５１ｃは、店舗等の所定領域内に複数分散配置され、無線Ｌ
ＡＮ通信により移動端末１ａ～１ｃとデータ通信を行う中継装置である。位置情報表示端
末２ａは、ＣＰＵを備えた演算処理装置であり、パーソナルコンピュータ等の汎用コンピ
ュータや、機能を特化させた専用装置により実現することができ、モバイルコンピュータ
やＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ）、携帯電話機と
してもよい。
【００２７】
　そして、位置情報表示端末２ａは、Ｗｅｂブラウザを実行することにより、通信ネット
ワーク５を通じて配信される情報を表示する表示インターフェース部として機能するとと
もに、ＨＴＴＰ等のプロトコルによるデータ送受信により、種々の手続を実行することが
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できる。例えば、この位置情報表示端末２ａは、Ｗｅｂブラウザ等のアプリケーションに
よって、通信ネットワーク５を通じ、システムサーバ４ａをはじめとする各装置に接続可
能となっており、例えば図３や図４に示すように、各移動端末１ａ～１ｃの位置情報と周
辺情報とを関連づけて表示する。
【００２８】
　詳述すると、この位置情報表示端末２ａでは、図３や図４に示すように、店舗内のフロ
アマップ２０ａが表示可能となっており、各フロアにおける周辺情報及びフロア内におけ
る業務員の位置を確認することができる。特に、緊急発報時には、図４に示すように、緊
急発報が発行された業務員をハイライトやアイコン等によって強調表示し、そのアイコン
をクリックすることにより、当該業務員に関する詳細情報、及びその位置を確認すること
ができる。この詳細情報には、発行されたイベント（周辺情報）や位置表示と併せて、そ
の移動端末の端末識別子（端末ＩＤ）、及びこれを携帯している店員の氏名や属性（所属
名、業種、勤務エリア名等）、発報の種別（状態）、当該移動端末の通話用の電話番号等
が表示される。
【００２９】
　また、この位置情報表示端末２ａには、設置場所に応じて他の装置が接続され、必要に
応じた機能と連携可能となっている。例えば、本実施形態において、監視ルームでは、警
報システム３ａが接続されている。
【００３０】
　警報システム３ａは、パトライト等の警告灯とサイレンやスピーカー等の音声出力装置
から構成された装置群であり、無線ＬＡＮや有線により通信ネットワーク５に接続され、
その鳴動を遠隔操作できるようになっている。この警報システムは、例えば、監視ルーム
やその他の店舗内の要所に設置される。
【００３１】
　システムサーバ４ａは、各移動端末１ａ～１ｃから受信された周辺情報を収集し、蓄積
する監視装置であり、上述した位置情報表示端末など、他の機能を実現する種々の装置が
接続されている。具体的にこのシステムサーバ４ａは、Ｗｅｂサーバ及びアプリケーショ
ンサーバ、データベースサーバなどの複数のサーバ群で構成され、ＷＷＷ（Ｗｏｒｌｄ　
Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ）等のドキュメントシステムにおいて、ＨＴＭＬ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ
　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）ファイルや画像ファイルなどの情報送信を行うサー
バコンピュータ或いはその機能を持ったソフトウェアであり、ＨＴＭＬ文書や画像などの
情報を蓄積しておき、Ｗｅｂブラウザなどのクライアントソフトウェアの要求に応じて、
アプリケーションを実行したり、通信ネットワーク５を通じてデータの配信も行う。
【００３２】
　具体的にシステムサーバ４ａは、図２（ａ）に示すように、Ｗｅｂシステム４１と、位
置情報修正部４２と、位置情報計算部４３と、イベント受信部４４と、無線情報受信部４
５と、管理データベース４６とを備えている。
【００３３】
　Ｗｅｂシステム４１は、Ｗｅｂブラウザで表示可能な表示データを生成し、配信するモ
ジュールであり、店員の位置情報や発生されたイベント（緊急発報）に応じ、ＨＴＭＬや
Ｆｌａｓｈ等により画面表示のための静止画や動画、文字情報を生成し、各位置情報表示
端末のＷｅｂブラウザ２０に送出する。
【００３４】
　イベント受信部４４は、各移動端末１ａ～１ｃのイベント送信部１１から送信される周
辺情報を受信し、周辺情報に応じたイベントの発生を制御するモジュールであり、移動端
末１ａ～１ｃから緊急発報が受信されたときには、警報システム３ａに対する緊急警報処
理や、各Ｗｅｂシステム４１に対する画面描画処理等の各種イベントを発生させる。
【００３５】
　無線情報受信部４５は、各移動端末において、近隣のアクセスポイントから受信される
電波信号の強度である無線情報を受信し、位置情報計算部４３へ入力するモジュールであ
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る。
【００３６】
　位置情報計算部４３は、各移動端末１ａ～１ｃから受信された電波情報をリアルタイム
に収集し、各移動端末１ａ～１ｃにおける電波信号強度や三点測量方式によって、アクセ
スポイントに対する相対位置関係を算出し、各移動端末の現在位置を計算し位置情報とし
て生成するモジュールであり、生成された位置情報は、必要に応じて、位置情報修正部４
２において修正され、履歴情報として管理データベース４６に蓄積される。この各監視対
象の位置情報履歴は、例えば、図４（ａ）及び（ｂ）に示すように、店員などの監視対象
が、店舗内の部屋間を移動した軌跡とともに、各地点での周辺情報（「異常なし」又は「
異常あり」等）を表示されるなど、各移動端末（監視対象）の位置情報の変遷とともに、
各位置における周辺情報が関連づけられて表示される。
【００３７】
　さらに、位置情報計算部４３は、管理データベース４６に蓄積された移動端末毎の位置
情報の履歴情報に基づいて、移動端末毎の位置の変化量を監視し、所定時間以上、位置情
報に変化がない移動端末を検出して報知する機能を有している。この報知は、管理データ
ベース４６内の移動端末毎のデータに、異常検知のフラグを設定することにより行われ、
このフラグが設定されることにより、Ｗｅｂシステム４１は、該当する対象のアイコンな
どに所定の強調表示を行い、Ｗｅｂブラウザ２０は、位置情報に変化がないとして検出さ
れた移動端末をアイコンやメッセージボックスなどで報知する機能を有する。
【００３８】
　管理データベース４６に蓄積された位置情報は、必要に応じて読み出され、Ｗｅｂシス
テム４１に送出される。管理データベース４６には、各フロア、各店員の情報、位置情報
の変位に基づく移動履歴、及び発行された発報イベント（周辺情報）の履歴、そのイベン
トに対する処置の報告等が記録されている。
【００３９】
　上記位置情報修正部４２は、各移動端末周辺の電波環境を取得して解析し、解析された
電波環境に応じて各移動端末の位置情報を修正するモジュールである。図２（ｂ）は、位
置情報修正部４２の内部構成を示すブロック図である。同図に示すように、位置情報修正
部４２は、管理データベース４６に対するデータ入力を制御するデータベース制御部４２
ａと、位置情報計算部４３が算出した位置情報を解析するとともに、解析の結果、必要に
応じて移動端末の属性に応じた位置情報修正処理を実行する位置情報修正処理部４２ｂと
を有している。
【００４０】
　また、データベース制御部４２ａは、位置情報計算部４３が計算した位置情報、又は位
置情報修正処理部４２ｂが修正した位置情報の履歴を管理データベース４６に蓄積するモ
ジュールである。また、データベース制御部４２ａは、位置情報の修正に際し、履歴上の
過去の位置情報が必要な場合に、管理データベース４６から所定のデータを読み出す機能
も果たしている。
【００４１】
　この位置情報修正処理部４２ｂは、移動端末の属性に応じて定められた、位置情報を修
正するための基準値データ４２ｄを有し、位置情報計算部４３から得られた位置情報と、
基準値データとを比較し、その比較結果に応じて、位置情報の修正の要否、又は、計算方
法の選択を行うモジュールである。
【００４２】
　この基準値データは、監視対象の端末ＩＤや属性と、各属性に対する修正要否の判断基
準（閾値の集合）、修正処理に用いる計算式の選択基準を関連づけて記憶するテーブルデ
ータである。位置情報修正処理部４２ｂは、位置情報に含まれる端末ＩＤや属性に基づい
て、基準値データを照合し、その端末若しくは属性に対応した必要な閾値（エリアを画成
する座標群、監視対象の移動速度、時間帯毎のセキュリティの度合い）を抽出し、現在の
位置情報がその閾値の範囲にあるか否かを判断し、閾値の範囲外であるときに修正処理が
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必要であると判断し、範囲内であれば、現在の位置情報をそのまま用いることを判断する
。
【００４３】
　位置情報修正処理部４２ｂには、計算方法選択処理部４２ｃが含まれ、この計算方法選
択処理部４２ｃは、位置情報修正処理部４２ｂが位置情報修正が必要であると判断した場
合に、基準値データを照合して、適切な計算方法を選択する。この計算方法の選択は、監
視対象が業務員であるか、客であるか等の監視対象属性や、そのエリアにおいて想定され
る移動速度、監視対象エリアのセキュリティ程度等の位置属性に基づいて行われる。図５
～７は、位置情報の補正方法（計算方法１～Ｎ）の説明図である。
【００４４】
　例えば計算方法１として、図５に示すように、位置表示上の移動量制限に基づいて行う
ものが挙げられる。この方法は、監視対象が徒歩による移動なのか、車や電車等の移動手
段による移動なのかによって、現実には起こりえない移動を検出して、制限量内に収まる
ように補正する方法である。具体的には、同図に示すように、時刻ｔに位置情報計算部４
３が計算した位置Ｐｔと前回の位置Ｐｔ-1との差分から単位時間当たりの移動量を算出す
るとともに、基準値データとして記憶保持された、監視対象の属性に応じた移動量の制限
値Ｌをよみだし、移動量が制限量Ｌを超えた場合は、制限量内となるように計算値を補正
値Ｐｔ′とする。
【００４５】
　また、他の計算方法２として、図６に示すように、エリア単位の座標変換に基づくもの
が挙げられる。この方法は、店舗など、所定領域が複数の部屋に区画されているような場
合に、各部屋の中央や所定箇所に位置させるように座標を変換するものであり、位置情報
計算部４３が計算した位置Ｐｔが壁際や室外など、実際にあり得ない場所の補正や、アイ
コン表示処理の便宜上、座標を変換して計算値を補正値Ｐｔ′とする。
【００４６】
　さらに、他の計算方法として、図７に示すような、過去の移動履歴に基づいて、移動距
離の制限量をその都度算出し、その制限範囲内に収まるように、計算値を修正するように
してもよい。具体的には、位置情報履歴内の過去のデータをＮ個分抽出し、その間の移動
量ＤＸ，ＤＹを求め、これをデータの個数（Ｎ－１）当たりの平均を求める。そして、Ｘ
方向及びＹ方向の制限距離を超える場合に、制限距離内に収まるように補正を行う。なお
、本実施形態では、制限量と比較する際に、方向毎に重み係数ｃを掛け合わせてあり、監
視エリアの特性に適合させている。また、履歴情報がＮ個分ない場合には、存在するデー
タ個数分の平均を取るか、或いは、この平均値を求める処理をスキップする。
【００４７】
（システム通信フロー）
　以上の構成を有する位置情報監視システムを動作させることによって、本発明の位置情
報監視を実施することができる。図９及び図１０は、本実施形態に係る位置情報監視シス
テムの動作を示すフローチャート図である。
【００４８】
　先ず、図９（ａ）に示すように、領域内の店員が携帯している移動端末において、各ア
クセスポイントにおける電波強度を収集し（Ｓ１０１）、収集された電波強度は、無線情
報としてアクセスポイントを通じ、無線情報受信部４５に送信される（Ｓ２０２）。この
無線情報では、例えばチャンネル（周波数）に基づいていずれのアクセスポイントからの
電波であるかを識別可能としたうえで、当該移動端末を識別する端末ＩＤが付されて送信
される。そして、これら電波強度の収集、及び無線情報の送信は、ループ処理により周期
的に繰り返される（Ｓ１０３）。
【００４９】
　次いで、無線情報受信部４５で受信された無線情報に基づいて、各移動端末の座標が算
出され、位置情報が生成される（Ｓ２０４）。この位置情報の生成は、領域内（店舗内）
の各座標点における各アクセスポイントからの電波強度の分布パターンを照合することに
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より行われる。このようにして生成された位置情報は、位置情報修正部４２に送出される
。
【００５０】
　位置情報修正部４２では、必要に応じて位置情報計算部４３で生成された位置情報の修
正が行われ（Ｓ１０５）、ＤＢ４６に位置情報の履歴として蓄積される。
【００５１】
　一方、監視側の位置情報表示端末２ａにおいて、各移動端末の位置情報を閲覧する場合
には、先ず、位置情報表示端末２ａのＷｅｂブラウザ２０からシステムサーバ４ａのＷｅ
ｂシステム４１にアクセスし、画面表示のための表示情報を要求する（画面要求：Ｓ１０
８）。この画面要求に応じて、システムサーバ４ａ側では、画面の生成処理を開始する（
Ｓ１０７）。具体的には、Ｗｅｂシステム４１により、管理データベース４６から位置情
報及びイベント情報（周辺情報）を読み込む（Ｓ１１０）。これらの情報に基づいて、例
えば図３に示すような、各業務員の位置に対応したアイコンが表示されたフロアマップ２
０ａと、業務員に関する情報が表示されたリストがフレーム内に組み合わされた、ＨＴＭ
Ｌベースの表示情報を生成し（Ｓ１１１）、Ｗｅｂブラウザ２０へ送信する（Ｓ１１２）
。
【００５２】
　位置情報表示端末２ａでは、受信した表示情報をＷｅｂブラウザ２０に表示させる（Ｓ
１１３）。なお、上記表示要求は、位置情報の閲覧中、ループ処理により周期的にＷｅｂ
ブラウザ２０から送信され、表示情報が周期的に最新の情報に更新される。
【００５３】
　そして、監視対象エリアにおいて緊急事態が発生した場合、緊急報知のイベントが発生
され（Ｓ２０１）、イベント情報（周辺情報）がアクセスポイントを通じて、システムサ
ーバ４ａのイベント受信部４４に送信される（Ｓ２０２）。このイベント情報をイベント
受信部４４により受信したシステムサーバ４ａ側では（Ｓ２０３）、警報システム３ａを
制御して、警報装置を点灯させたり警報等を鳴動させるとともに（Ｓ２０４）、発生した
イベント情報（周辺情報）を管理データベース４６に書き込む（Ｓ２０５）。
【００５４】
　一方、監視側の位置情報表示端末２ａにおいて、上記緊急事態発生のイベントを閲覧す
る場合には、先ず、位置情報表示端末２ａのＷｅｂブラウザ２０からシステムサーバ４ａ
のＷｅｂシステム４１にアクセスし、画面表示のための表示情報を要求する。ここでは、
既に位置情報表示端末２ａはＷｅｂシステム４１にアクセス済みであり、ループ処理によ
り画面更新として画面要求を行っている（Ｓ２０６及びＳ２０８）。この画面更新要求に
応じて、システムサーバ４ａ側では画面生成の処理を開始する（Ｓ２０７）。具体的には
、Ｗｅｂシステム４１により、管理データベース４６から位置情報及びイベント情報（周
辺情報）を読み込み（Ｓ２０９）、ＨＴＭＬベースの表示情報を生成し（Ｓ２１０）、Ｗ
ｅｂブラウザ２０へ送信する（Ｓ２１１）。ここでは、緊急事態報知のイベントが発生し
ていることから、ステップＳ２１０の画面生成では、図４に示すように、フロアマップ２
０ａ上において、イベント発生を報知した業務員の対象アイコン２０ｃが変更されて強調
表示されるとともに、「緊急事態発生中」の強調文字、場所、送信者、日時等の文字情報
が含まれたメッセージボックス２０ｂが表示される。
【００５５】
　位置情報表示端末２ａでは、受信された表示情報がＷｅｂブラウザ２０に表示され（Ｓ
２１２）、その表示に従って、緊急事態が発生した場所、関係する業務員を特定し、緊急
事態に対応することができる（Ｓ２１３）。そして、緊急事態が解消された後には、Ｗｅ
ｂブラウザにおいて解除操作を行う（Ｓ２１４）。
【００５６】
　この解除操作は、メッセージボックス２０ｂ内に表示されたボタンをクリックすること
により、解除イベントが周辺情報としてＷｅｂシステム４１に送信され、Ｗｅｂシステム
４１を通じて、イベント受信部４４にて受信される（Ｓ２１５及びＳ２１６）。この解除
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イベントをイベント受信部４４により受信したシステムサーバ４ａ側では、解除イベント
である周辺情報を管理データベース４６に書き込む（Ｓ２１７）とともに、警報システム
３ａを制御して、警報装置を消灯したり警報等の鳴動を停止させる（Ｓ２１８）。
【００５７】
　なお、上述したＷｅｂブラウザ２０からの画面要求は、表示させたい画面モードを切り
換える時にも送信され、例えば図４に示すような、位置情報と周辺情報の履歴をフロアマ
ップ２０ａ上に表示した画面を要求することもできる。この履歴表示処理は、図１０（ａ
）に示すように、Ｗｅｂブラウザ２０において表示させたい情報の検索条件を入力する（
Ｓ３０１）。この検索条件としては、例えば、業務員の氏名、フロアエリア、時間、発生
イベント種別等が挙げられる。
【００５８】
　次いで、この検索条件を含む履歴情報要求をＷｅｂシステム４１に送信する（Ｓ３０２
）。この要求に応じて、システムサーバ４ａ側では画面生成の処理を開始する（Ｓ３０３
）。具体的には、Ｗｅｂシステム４１により、管理データベース４６から検索条件に合致
する位置情報及びイベント情報（周辺情報）を読み込み（Ｓ３０４）、ＨＴＭＬベースの
表示情報を生成し（Ｓ３０５）、Ｗｅｂブラウザ２０へ送信し（Ｓ３０６）、Ｗｅｂブラ
ウザ２０に表示させる（Ｓ３０７）。
【００５９】
　上述した画面情報の生成処理に際しては、上述した位置情報の修正処理を適宜行う。図
１０（ｂ）は、位置情報修正処理のフローチャート図である。
　先ず、位置情報計算部４３において位置情報の算出を行い（Ｓ４０１）、その算出され
た位置情報を、端末ＩＤとともに位置情報修正部４２で受け取り、基準データと位置情報
を比較することにより、修正の要否を判断する（Ｓ４０２）。修正が必要なければ、位置
情報計算部４３から受け取った位置情報をそのまま管理データベース４６に記録し、修正
の必要があれば、管理データベース４６から利用すべき計算方法に関する情報を読み込む
（Ｓ４０３）。そして、上述した基準値データ４２ｄに基づいて計算方法の選択を行い（
Ｓ４０４）、選択された計算方法により位置情報の修正処理を実行した後（Ｓ４０５）、
その修正した位置情報を管理データベース４６に記録する（Ｓ４０６）。
【００６０】
（作用・効果）
　以上説明した本実施形態の位置情報監視システムによれば、店舗や駅のホームなどの所
定領域内において、店員などに移動端末１ａ～１ｃを携帯させ、その位置情報を捕捉する
ことにより、システムサーバ４ａにてリアルタイムに表示をすることができるため、監視
ルーム２において、業務員の位置情報が参照可能となる。また、移動端末１ａ～１ｃから
有事の際に緊急発報を実行することによって、該当監視ルームへの伝達が可能となる。
【００６１】
　特に、本実施形態によれば、移動端末１ａ～１ｃの属性に応じた基準値データ４２ｄを
参照することによって、監視対象毎に設定された基準値（閾値）や計算式を用いて位置情
報を修正することができ、監視対象の属性に基づく特有の行動を加味してより高精度の位
置情報を取得することができる。
【００６２】
　また、移動端末１ａ～１ｃは、無線により通話を行う無線通話機能が備えられているた
め、音声通話により、有事の際、発生現場における店員と音声を通じて報告を受けること
ができ、より迅速な状況把握、及び対応が可能となる。
【００６３】
　さらに、本実施形態では、監視対象の位置情報履歴を蓄積し、その変遷をエリアマップ
上に、イベント情報（周辺情報）とともに軌跡として表示するため、時間を遡って監視対
象の位置情報の変遷を把握することができる。また、一定時間位置情報が変化しない場合
に、その監視対象を報知するようにしているため、監視対象が移動していないのか、或い
は何らかの通信障害で位置情報が更新されていないのか、といった一概に認定できない不
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【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】実施形態に係る位置情報監視システムの全体構成を示す概念図である。
【図２】実施形態に係る位置情報監視システムを構成する各装置の内部構成を示すブロッ
ク図である。
【図３】実施形態に係る位置情報表示端末の表示画面を示す説明図である。
【図４】実施形態に係る位置情報表示端末における移動履歴の表示画面を示す説明図であ
る。
【図５】実施形態に係る位置情報修正処理の計算式の例を示す説明図である。
【図６】実施形態に係る位置情報修正処理の計算式の例を示す説明図である。
【図７】実施形態に係る位置情報修正処理の計算式の例を示す説明図である。
【図８】実施形態に係る移動端末の表示画面を示す説明図である。
【図９】実施形態に係る位置情報監視システムの動作を示すフローチャート図である。
【図１０】実施形態に係る位置情報監視システムの動作を示すフローチャート図である。
【符号の説明】
【００６５】
　１ａ～１ｃ…移動端末
　２…監視ルーム
　２ａ…位置情報表示端末
　３ａ…警報システム
　４…計算機室
　４ａ…システムサーバ
　５…通信ネットワーク
　１１…イベント送信部
　１２…無線情報送信部
　２０…Ｗｅｂブラウザ
　２０ａ…フロアマップ
　２０ｂ…メッセージボックス
　２０ｃ…対象アイコン
　４１…Ｗｅｂシステム
　４２…位置情報修正部
　４２ａ…データベース制御部
　４２ｂ…位置情報修正処理部
　４２ｃ…計算方法選択処理部
　４２ｄ…基準値データ
　４３…位置情報計算部
　４４…イベント受信部
　４５…無線情報受信部
　４６…管理データベース
　５１ａ～５１ｃ…アクセスポイント
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